
路
外
駐
車
場
の
技
術
的
基
準

○
駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分
の
面
積
が
5
0
0
㎡
以
上
の
一
般
公
共
の
用
に
供
す
る
路
外
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、

駐
車
場
法
に
基
づ
き
構
造
及
び
設
備
に
つ
い
て
の
技
術
的
基
準
が
適
用
さ
れ
る
。

図
4
自
動
車
保
有
台
数
と
駐
車
場
供
用
台
数
の
推
移

駐
車
場
法
施
行
令

第
７
条

（
自
動
車
の
出
口
及
び
入

口
に
関
す
る
技
術
的
基
準
）

・
路
外
駐
車
場
の
出
口
及
び
入
口
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
箇
所

・
一
定
規
模
以
上
の
路
外
駐
車
場
に
お
け
る
出
口
と
入
口
の
離
隔

・
出
入
口
部
分
の
隅
切
り

・
出
口
部
分
の
視
認
性

・
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
に
よ
り
出
入
口
の
設
置
が
可
能
と
な
る
箇
所
と
要
件

第
８
条

（
車
路
に
関
す
る

技
術
的
基
準
）

・
自
動
車
の
車
路
の
幅
員
５
．
５
ｍ
以
上
（
一
方
通
行
の
自
動
車
の
車
路
の
幅
員
３
．
５
ｍ
以
上
）

・
は
り
下
の
高
さ
２
．
３
ｍ
以
上

・
縦
断
勾
配
１
７
％
以
下

第
９
条

（
駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分

の
高
さ
）

・
は
り
下
の
高
さ
２
．
１
ｍ
以
上

第
１
０
条

（
避
難
階
段
）

・
建
築
物
で
あ
る
路
外
駐
車
場
に
お
い
て
、
直
接
地
上
へ
通
ず
る
出
入
口
の
あ
る
階
以
外
の
階
に
自
動
車
の
駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分
を
設
け
る
と

き
は
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
２
５
年
政
令
第
３
３
８
号
）
第
１
２
３
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
に
規
定
す
る
避
難
階
段
又
は
こ
れ
に
代
る
設
備
を

設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
１
１
条

（
防
火
区
画
）

・
建
築
物
で
あ
る
路
外
駐
車
場
に
給
油
所
そ
の
他
の
火
災
の
危
険
の
あ
る
施
設
を
附
置
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
施
設
と
当
該
路
外
駐
車
場
と

を
耐
火
構
造
の
壁
又
は
特
定
防
火
設
備
に
よ
っ
て
区
画
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
１
２
条

（
換
気
装
置
）

・
建
築
物
で
あ
る
路
外
駐
車
場
に
は
、
そ
の
内
部
の
空
気
を
１
㎡
に
つ
き
毎
時
１
４
㎥
以
上
直
接
外
気
と
交
換
す
る
能
力
を
有
す
る
換
気
装
置
を
設
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

・
た
だ
し
、
窓
そ
の
他
の
開
口
部
を
有
す
る
階
で
そ
の
開
口
部
の
換
気
に
有
効
な
部
分
の
面
積
が
そ
の
階
の
床
面
積
の
１
０
分
の
１
以
上
で
あ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

第
１
３
条

（
照
明
装
置
）

・
自
動
車
の
車
路
の
路
面

１
０
ル
ク
ス
以
上

・
自
動
車
の
駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分
の
床
面

２
ル
ク
ス
以
上

第
１
４
条

（
警
報
装
置
）

・
建
築
物
で
あ
る
路
外
駐
車
場
に
は
、
自
動
車
の
出
入
及
び
道
路
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
警
報
装
置
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
１
５
条

（
特
殊
の
装
置
）

・
予
想
し
な
い
特
殊
の
装
置
を
用
い
る
路
外
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
そ
の
装
置
が
こ
の
節
の
規
定
に
よ
る
構
造
又
は
設
備
と
同
等

以
上
の
効
力
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
適
用
し
な
い
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入
庫
車
両
と
対
向
車
の
錯
綜

○
駐
車
場
の
出
入
口
を
設
置
し
た
場
合
に
は
、
駐
車
場
に
入
庫
し
よ
う
と
す
る
車
両
と
そ
の
対
向
車
と
の
錯
綜
が
発

生
。

○
下
図
の
と
お
り
、
直
線
道
路
に
出
入
口
を
設
置
す
れ
ば
、
駐
車
場
に
入
庫
し
よ
う
と
す
る
車
両
（
青
色
）
と
そ
の
対

向
車
両
（
赤
色
）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
を
容
易
に
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
。

Ｐ

駐
車
場
に
入
庫
し
よ
う
と
す
る
車
両

（
青
色
）
の
視
認
が
容
易

対
向
車
（
赤
色
）の
視
認
が
容
易



ま
が
り
か
ど
に
お
け
る
入
庫
車
両
と
対
向
車
の
錯
綜

○
一
方
、
下
図
の
と
お
り
、
ま
が
り
か
ど
に
出
入
口
を
設
置
し
た
場
合
は
、
駐
車
場
に
入
庫
し
よ
う
と
す
る
車
両
（
青

色
）
か
ら
そ
の
対
向
車
（赤
色
）
の
視
認
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
危
険
な
錯
綜
が
発
生
。

○
ま
た
、
駐
車
場
法
の
技
術
的
基
準
が
適
用
さ
れ
る
駐
車
場
（
駐
車
の
用
に
供
す
る
面
積
が
５
０
０
㎡
以
上
）
に
お

い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
ま
が
り
か
ど
以
外
の
部
分
に
出
入
口
を
設
置
す
る
こ
と
が
可
能
。

○
こ
の
た
め
、
駐
車
場
法
の
技
術
的
基
準
に
お
い
て
は
、
道
路
の
ま
が
り
か
ど
か
ら
５
ｍ
以
内
の
部
分
に
お
け
る
出

入
口
の
設
置
を
認
め
て
い
な
い
と
こ
ろ
。

Ｐ

：出
入
口
が
設
け
ら
れ
な
い
場
所

危
険
な
錯
綜
が
発
生

一
般
的
に
は
ま
が
り
か
ど
以
外
の
部
分
に

出
入
口
を
設
置
す
る
こ
と
が
可
能

駐
車
場
に
入
庫
し
よ
う
と
す
る
車
両

（
青
色
）の
視
認
が
困
難

対
向
車
（赤
色
）の
視
認
が
困
難



指
定
都
市
市
長
会
か
ら
の
提
案
に
つ
い
て
の
考
え
方

出
入
口
の
設
置
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
部
分

○
指
定
都
市
市
長
会
か
ら
示
さ
れ
た
仙
台
市
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
道
路
の
ま
が
り
か
ど
か
ら
５
メ
ー
ト

ル
以
外
の
直
線
道
路
の
部
分
に
出
入
口
を
設
置
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
現

在
、
内
閣
府
を
通
じ
て
指
定
都
市
市
長
会
に
対
し
、
実
際
に
支
障
が
生
じ
た
事
例
に
つ
い
て
の
詳
細

等
を
確
認
中
で
あ
る
。



指
定
都
市
市
長
会
か
ら
の
提
案
に
つ
い
て
の
考
え
方

○
「道
路
の
ま
が
り
か
ど
か
ら
５
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
」に
つ
い
て
、
大
臣
認
定
制
度
の
対
象
に
含
め

て
い
な
い
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
ま
が
り
か
ど
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
見
通
し
が
悪
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
路
外
駐
車

場
の
出
入
口
が
設
置
さ
れ
た
場
合
は
、
入
庫
し
よ
う
と
す
る
車
両
及
び
そ
の
対
向
車
が
そ
れ
ぞ
れ

の
存
在
を
認
識
で
き
ず
に
危
険
な
錯
綜
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

②
道
路
の
ま
が
り
か
ど
か
ら
５
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
に
つ
い
て
は
駐
停
車
を
行
う
こ
と
が
禁
止
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、
駐
車
場
の
出
入
口
は
一
般
的
に
順
番
待
ち
等
の
車
両
が
滞
留
し
や
す
い
こ
と
か
ら

、
通
常
想
定
さ
れ
な
い
対
向
車
線
に
は
み
出
し
て
通
行
す
る
車
両
と
の
衝
突
事
故
等
が
発
生
す
る

危
険
性
が
高
ま
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と

③
駐
車
場
法
の
技
術
的
基
準
が
適
用
さ
れ
る
駐
車
場
（駐
車
の
用
に
供
す
る
面
積
が
５
０
０
㎡
以
上
）

に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
道
路
の
ま
が
り
か
ど
か
ら
５
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
以
外
の
直
線
道

路
の
部
分
に
出
入
口
を
設
置
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

④
路
外
駐
車
場
の
出
入
口
の
設
置
が
可
能
と
な
る
幅
員
６
メ
ー
ト
ル
以
上
の
道
路
に
お
い
て
は
、
そ

も
そ
も
ま
が
り
か
ど
が
存
在
す
る
ケ
ー
ス
が
少
な
い
こ
と



＜
「平
成
２
７
年
の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針
」に
係
る
対
応
状
況
＞

都
道
府
県
知
事
・
市
町
村
の
協
議
に
関
し
て
都
市
計
画
運
用
指
針
を
平
成

2
8
年

4
月

1
日
に
改
正
し
、
通
知
。

【
協
議
に
当
た
っ
て
の
基
本
姿
勢
】

✔
市
町
村
は
、
当
該
協
議
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
都
市
計
画
の
案
を
丁
寧
に
説
明
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に

協
議
に
係
る
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

✔
都
道
府
県
は
、
協
議
の
観
点
か
ら
必
要
と
な
る
範
囲
に
お
い
て
説
明
や
資
料
作
成
等
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。

✔
都
道
府
県
知
事
と
市
町
村
は
相
互
に
説
明
を
尽
く
し
、
協
議
が
調
う
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

等

【
ル
ー
ル
の
定
め
方
、
ル
ー
ル
に
定
め
る
事
項
の
例
示
】

✔
協
議
の
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
・
市
町
村
間
で
調
整
の
上
ル
ー
ル
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
際
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
ル
ー
ル

化
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

・
事
前
協
議
の
活
用
を
基
本
と
し
、
そ
の
際
十
分
な
時
間
的
余
裕
を
持
っ
て
事
前
協
議
を
行
う
こ
と
。

・
事
前
協
議
を
含
め
協
議
の
標
準
的
な
協
議
期
間
の
設
定
す
る
こ
と
。

・
事
前
協
議
を
含
む
協
議
に
お
け
る
都
道
府
県
知
事
の
意
見
を
踏
ま
え
た
案
と
し
な
い
場
合
に
は
、
都
市
計
画
審
議
会
に
付
議
す
る
際
、

都
道
府
県
知
事
の
意
見
の
内
容
及
び
そ
れ
に
対
す
る
市
町
村
の
考
え
方
を
都
市
計
画
審
議
会
に
提
出
す
る
こ
と
。

等

【
平
成

2
7

 年
の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関
す
る
対
応
方
針
】（
平
成
２
７
年
１
２
月
２
２
日
閣
議
決
定
）
（
抄
）

町
村
の
都
市
計
画
の
決
定
又
は
変
更
に
係
る
都
道
府
県
知
事
へ
の
同
意
を
要
す
る
協
議
に
つ
い
て
は
、
運
用
指
針
で
定
め
ら
れ
た
協
議
に
当
た
っ
て
の

留
意
事
項
の
定
着
状
況
を
踏
ま
え
、
都
道
府
県
知
事
同
意
に
つ
い
て
、
平
成

3
0
 年
ま
で
に
、
町
村
の
自
主
性
を
尊
重
す
る
観
点
に
留
意
し
、
廃
止
を
含

め
、
結
論
を
得
る
。

都
市
計
画
運
用
指
針
の
改
正
内
容

①
協
議
に
当
た
っ
て
の
基
本
姿
勢
に
つ
い
て
明
確
化

②
都
道
府
県
と
市
町
村
の
協
議
ル
ー
ル
の
定
め
方
や
当
該
ル
ー
ル
に
定
め
る
事
項
の
例
示
の
追
加

改
正
の
ポ
イ
ン
ト

具
体
的
な
改
正
事
項
の
例
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